
レンタカー料金に含まれる

保険・補償制度

基本の保険・補償

万一ご利用中の事故が発生した場合に
補償限度額の範囲で補償されます。

対人補償 対物補償

人身傷害補償車両補償

さい

各補償の説明文を
50字以内で作成し
てください

各補償の説明文を
50字以内で作成し
てください

事故で相手を負傷・死亡させた場合

１人につき無制限

他人の車や物に損害を与えた場合

１事故につき無制限
（対物補償免責額５万円）

レンタカーに損害を与えた場合

１事故につき時価額
（車両補償免責額５万円）

※バス・トラックの場合10万円

運転者及び同乗者が事故で
負傷した場合

１名につき3,000万
※自動車事故による搭乗者のケガ（死亡・後遺障害を含
む）については、運転者の過失割合に関わらず、損害額
を補償いたします（限度額3000万円）。なお、損害額は
保険約款に基づく基準により算出されます。

保険・補償が適用されない例

・上記の保証を上回る損害
・警察への事故の届出を実施しなかった場合（事故証明がない場合）
・飲酒運転、速度違反、信号無視、無免許運転など、法令違反による事故の場合
・契約期間を過ぎた後に返却せず、無断で延長利用していた時の事故
・台風や洪水などの自然災害、または盗難による損害

など

その他お客様のご負担となる損害

・タイヤのパンク・バースト
・社内装備の紛失／破損
・ホイール・ホイールキャップの紛失／破損
・補償額超過分
・NOC（ノンオペレーションチャージ）
事故、盗難、故障、汚損などにより車両の修理や清掃が必要になった場合、修理・清掃の期間中にかかる営業補償と

して、下記の金額をご負担いただきます。

バス・トラックの場合、回収可能50,000円 回収不可能100,000円

※タイヤが破損した場合の修理費用、新しいタイヤへの交換費用（部品代と工賃）、紛失したホイールキャップの代金は、
お客様負担となります。また、ホイールが損傷した際はノンオペレーションチャージの対象となります。

※走行可能な状態であっても、路上放置などで店舗へ返却されなかった場合には、50,000円(バス・トラック100,000円)をご

負担いただきます。

店舗・回収予定場所へ自走で
返却可能の場合

店舗・回収予定場所へ自走で
返却不要な場合

20,000円 50,000円
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